
　

金
融
事
業
は
、
中
小
企
業
が
組
合
と

い
う
組
織
に
資
本
力
や
担
保
力
を
結
集

し
、
個
々
で
は
実
現
で
き
な
い
大
き
な

信
用
力
を
創
り
あ
げ
、
組
合
員
の
金
融

上
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
を
打
開
し
よ
う
と

い
う
も
の
で
、
高
度
成
長
期
ま
で
は
組

合
の
行
う
事
業
の
な
か
で
は
、
最
も
一

般
的
な
事
業
で
、
高
い
実
施
率
を
あ
げ

て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
わ
が
国
経
済
は
バ
ブ
ル
期

と
そ
の
崩
壊
を
経
験
し
、
金
融
面
で
は

緩
和
基
調
が
定
着
す
る
と
と
も
に
、
中

小
企
業
専
門
金
融
機
関
の
成
長
、
都
市

銀
行
の
中
小
企
業
分
野
へ
の
進
出
、
国

や
地
方
自
治
体
等
の
制
度
融
資
の
充
実

な
ど
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
よ
う
な
中

小
企
業
の
金
融
事
業
は
遠
の
き
つ
つ
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今

後
、中
小
企
業
を
め
ぐ
る
金
融
環
境
が
、

よ
り
一
層
好
転
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し

て
も
、
共
同
事
業
の
中
で
の
金
融
事
業

の
地
位
の
重
要
性
は
変
わ
ら
な
い
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
は
金
融
事
業
が
単
に
組
合
員
の

金
融
円
滑
化
と
い
う
役
割
を
果
た
す
に

会
計
か
ら
み
た
金
融
事
業

組
合
Ｑ
＆
Ａ

と
ど
ま
ら
ず
、
金
融
事
業
を
適
切
に
運

用
す
れ
ば
、
今
日
、
組
合
員
が
直
面
し

て
い
る
経
営
上
の
問
題
点
を
発
見
し
、

解
決
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
金
融
事
業
の
種
類
に
は

ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

■
金
融
事
業
の
種
類

　

金
融
事
業
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
組

合
員
の
た
め
に
、
組
合
が
資
金
の
斡
旋

ま
た
は
貸
付
を
行
な
う
事
業
で
す
。

　

ま
た
、
商
工
中
金
と
の
取
引
で
金
融

事
業
を
行
な
う
場
合
は
、
商
工
中
金
の

株
主
と
な
り
、
商
工
債
権
の
購
入
、
あ

る
い
は
組
合
員
か
ら
の
受
入
金
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　

金
融
事
業
を
会
計
処
理
の
上
か
ら
分

類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①
資
金
の
斡
旋

②
証
書
貸
付

③
手
形
貸
付

④
手
形
割
引
貸
付

⑤
債
務
保
証

⑥
債
権
取
立

⑦
商
工
中
金
株
式

⑧
商
工
債
権

⑨
受
入
金
（
預
り
保
証
金
）

■
資
金
の
斡
旋

　

商
工
中
金
か
ら
組
合
員
が
直
接
借
入

を
す
る
場
合
も
、
組
合
は
商
工
中
金
の

株
主
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
組
合
と
商
工
中
金
と
の
取
引
で

は
、
商
工
債
券
を
購
入
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
資
金
斡
旋
の
場
合
は
、
商

工
中
金
か
ら
借
入
を
す
る
組
合
員
が

直
接
引
き
受
け
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
。

　

資
金
の
斡
旋
の
仕
方
は
様
々
で
す
が

借
入
実
現
に
組
合
の
力
が
大
で
あ
っ
た

場
合
以
外
は
、
あ
ま
り
手
数
料
を
徴
収

し
な
い
よ
う
で
す
。

■
証
書
貸
付

　

証
書
貸
付
は
、
組
合
が
、
組
合
員
か

ら
金
銭
消
費
貸
借
契
約
書
又
は
借
用
証

書
を
差
し
入
れ
さ
せ
、
貸
付
を
行
な
う

事
業
で
す
。

　

証
書
に
は
、
貸
付
金
額
・
返
済
期
日
・

返
済
方
法
、
利
率
・
利
息
支
払
方
法
・

担
保
・
保
証
人
な
ど
の
特
約
事
項
を
明

確
に
記
載
で
き
る
た
め
、
主
に
、
長
期

貸
付
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

貸
付
資
金
に
つ
い
て
は
、
商
工
中
金

か
ら
の
転
貸
資
金
を
あ
て
る
場
合
が
多

い
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
組
合
と
し
て
、
商
工
債
券
を

購
入
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
購
入
資

金
を
組
合
員
か
ら
受
け
入
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

■
手
形
貸
付

　

手
形
貸
付
は
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約

書
又
は
借
用
証
書
の
代
用
と
し
て
、
約

束
手
形
（
貸
付
手
形
）
を
用
い
る
貸
付

事
業
で
す
。

　

貸
付
資
金
に
つ
い
て
は
、
商
工
中
金

か
ら
の
転
貸
資
金
を
あ
て
る
場
合
が
多

い
の
で
す
が
、
少
額
な
貸
付
の
場
合
は

組
合
の
手
持
資
金
（
組
合
員
か
ら
の
出

資
金
の
う
ち
余
裕
資
金
と
し
て
保
有
さ

れ
て
い
る
資
金
で
あ
っ
て
、
貸
付
の
た

め
に
特
に
組
合
員
か
ら
出
資
さ
れ
た
資

金
で
は
な
い
）
を
あ
て
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
手
形
貸
付
は
、
手
形
を
証
書

の
代
用
に
用
い
る
た
め
、
貸
付
利
息
を

先
取
り
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

■
手
形
割
引
貸
付

　

手
形
割
引
貸
付
は
、
組
合
員
が
商
取

引
に
よ
り
取
得
し
た
手
形
を
、
譲
渡
担

保
と
し
て
貸
付
を
す
る
事
業
で
す
。

　

金
融
機
関
で
は
手
形
割
引
を
割
引
依

頼
人
に
対
す
る
与
信
行
為
と
し
て
認
識

し
て
お
り
、
手
形
割
引
は
、
手
形
を
譲

渡
担
保
と
し
た
割
引
依
頼
人
に
対
す
る

与
信
行
為
と
し
て
の
実
務
が
定
着
し
て

お
り
、
組
合
の
金
融
事
業
で
も
、
手
形

割
引
と
は
考
え
ず
に
貸
付
の
形
態
と
し

て
と
ら
え
て
い
ま
す
。

　

手
形
割
引
貸
付
は
、
組
合
員
が
商
取

引
に
よ
り
取
得
し
た
手
形（
商
業
手
形
）

に
よ
り
貸
付
け
る
の
で
す
か
ら
、
短
期
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の
貸
付
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

貸
付
金
と
し
て
は
、
割
引
の
形
式
で

受
取
っ
た
手
形
を
、
さ
ら
に
、
商
工
中

金
へ
持
ち
込
み
、
再
割
引
の
形
式
で
借

入
れ
た
資
金
を
あ
て
る
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
す
。

　

な
お
、
手
形
割
引
貸
付
に
良
く
似
た

手
形
の
動
き
と
し
て
、
共
同
購
買
事
業

の
商
業
手
形
が
裏
書
譲
渡
の
方
法
で
、

組
合
員
か
ら
組
合
に
譲
渡
さ
れ
、
さ
ら

に
組
合
か
ら
商
工
中
金
に
割
引
依
頼
さ

れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
手

形
割
引
貸
付
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
債
務
保
証

　

債
務
の
保
証
は
、
組
合
が
、
組
合
員

の
債
務
を
保
証
す
る
事
業
で
す
が
、
こ

れ
は
債
務
と
し
て
確
定
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
債
務
者
が
支
払
い
不
能
の

場
合
に
、
債
務
者
に
代
わ
り
支
払
を
す

る
事
業
で
す
。

■
債
権
取
立

　

債
権
の
取
立
て
は
、
金
融
機
関
の
委

任
を
受
け
て
組
合
員
か
ら
債
権
を
取
り

立
て
る
事
業
で
す
が
、
最
近
あ
ま
り
事

例
が
な
い
よ
う
で
す
。

■
商
工
中
金
株
式

　

商
工
中
金
か
ら
資
金
を
借
入
れ
る
場

合
に
は
、
組
合
は
商
工
中
金
の
株
主
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

組
合
が
、
商
工
中
金
株
式
を
取
得
す

る
に
は
資
金
が
必
要
で
す
が
、
こ
の
資

金
は
、
組
合
の
自
己
資
金
に
よ
り
賄
わ

れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

組
合
の
自
己
資
金
と
は
、
組
合
員
か

ら
受
入
れ
た
出
資
金
と
加
入
金
及
び
過

去
の
剰
余
金
留
保
で
あ
る
利
益
準
備

金
・
特
別
積
立
金
・
繰
越
利
益
剰
余
金

を
合
計
し
た
純
資
産
勘
定
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。

　

商
工
中
金
株
式
は
、
商
工
中
金
と
の

取
引
を
継
続
し
て
い
る
間
は
売
却
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
安
定
し
た
資
金
源
で
賄

わ
れ
る
こ
と
が
、
組
合
の
財
政
上
必
要

だ
と
の
考
え
方
か
ら
で
す
。

■
商
工
債
券

　

商
工
債
券
に
は
、
券
面
額
で
購
入
し

後
日
利
子
を
受
取
る「
利
付
商
工
債
券
」

（
リ
ッ
シ
ョ
ー
）
と
、
券
面
額
を
割
り

引
い
た
額
で
購
入
す
る
「
割
引
商
工
債

券
」（
ワ
リ
シ
ョ
ー
）
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ワ
リ
シ
ョ
ー
は
割
引
料
（
利
息
相
当

分
）
を
先
取
り
し
ま
す
が
、割
引
料
は
、

ワ
リ
シ
ョ
ー
の
償
還
期
日
ま
で
の
利
息

相
当
分
で
す
か
ら
、
購
入
時
に
受
取
利

息
と
し
て
処
理
せ
ず
、
償
還
期
日
が
到

来
し
て
か
ら
処
理
し
ま
す
。

　

ま
た
、
ワ
リ
シ
ョ
ー
の
割
引
料
に
対

し
て
も
、
源
泉
所
得
税
が
課
税
さ
れ
、

ワ
リ
シ
ョ
ー
の
購
入
価
格
は
、
源
泉
所

得
税
を
差
し
引
い
た
金
額
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
源
泉
所
得
税
は
、
償
還
期

日
経
過
後
で
あ
れ
ば
、
組
合
の
納
め
る

法
人
税
か
ら
差
し
引
く
か
、
組
合
の
納

め
る
法
人
税
が
な
い
と
き
は
還
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
受
入
金

　

組
合
の
行
う
金
融
事
業
で
は
、
商
工

中
金
か
ら
の
転
貸
資
金
を
借
入
れ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
の
場
合
組
合
が
商
工
中

金
の
株
主
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
商
工
債
券
を
購
入
す
る

場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

株
式
取
得
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
組
合
の
自
己
資
本
で
賄
う
こ

と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
組
合
に
よ
っ
て
は
、
自
己

資
本
が
少
な
く
、
株
式
取
得
金
額
に
満

た
な
い
組
合
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場

合
は
取
得
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る

た
め
、
組
合
員
か
ら
何
ら
か
の
名
目
で

資
金
を
受
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
商
工
債
券
に
つ
い
て
は
、
組

合
の
自
己
資
本
に
よ
り
賄
わ
れ
る
こ
と

は
少
な
く
、
組
合
員
か
ら
の
受
入
金
で

賄
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

組
合
員
か
ら
の
受
入
金
は
、
金
融
事

業
に
多
く
み
ら
れ
ま
す
が
、
金
融
事
業

以
外
の
場
合
た
と
え
ば
チ
ケ
ッ
ト
発
行

事
業
、
会
館
建
設
事
業
、
共
同
施
設
建

設
事
業
な
ど
で
も
受
入
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

受
入
金
の
会
計
処
理
は
、「
預
り
金
」

と
し
て
処
理
す
る
場
合
が
最
も
多
く
、

次
に
「
借
入
金
」
と
し
て
処
理
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

預
り
金
と
し
て
の
受
入
は
、
組
合
員

に
貸
付
を
行
な
う
場
合
に
、
貸
付
金
に

対
す
る
一
定
額
を
受
入
れ
る
こ
と
が
あ

り
、
そ
の
受
入
金
を
処
理
す
る
た
め
に

預
り
金
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

借
入
金
の
受
入
は
、
組
合
の
事
業
資

金
が
不
足
す
る
と
き
に
、
資
金
に
余
裕

の
あ
る
組
合
員
か
ら
借
入
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
預
り
保
証
金
や
出
資
預
り
金

等
受
入
金
の
受
入
れ
は
種
々
な
方
法
に

よ
り
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
組
合

法
第
１
１
２
条
で
、
組
合
が
、
預
金
も

し
く
は
定
期
積
金
の
受
入
を
す
る
こ
と

を
禁
止
し
て
い
ま
す
の
で
念
の
た
め
申

し
添
え
ま
す
。

◎
金
融
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て
は

　

現
在
お
取
引
の
金
融
機
関
あ
る
い
は

▼
商
業
支
援
課
金
融
担
当

℡
０
４
３
・
３
０
６
・
３
２
８
４

▼
工
業
支
援
課
金
融
担
当

℡
０
４
３
・
２
４
２
・
３
２
７
７
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